
様式第２号

受付 係員 参事

  葬　祭　費　支　給　申　請　書

    荒 尾 市 国 民 健 康 保 険 条 例 施 行 規 則 第 １４ 条 の 規 定 に よ り 葬 祭 費 を 申 請 し ま す 。

      申請額　　　２０，０００円 

荒   尾   市   長　 　様

          平 成　　　　年　　　　月　　　　日

〒

葬     儀 住 所

執 行 者

氏 名 　　　　　 印 電話

死亡者との続柄　          配偶者　 子　 その他 （　　    　　　　　）

    債 権 の 受 領 に つ い て は 、 口 座 振 替 に よ る 支 払 を 受 け た い の で 申 請 し ま す 。

な お 、 受 領 に つ い て は 次 の 口 座 名 義 人 に 委 任 し ま す 。

金 融 機 関 名     　  銀行 ・ 金庫 ・ 農協

預 金 項 目

フリガナ

名  　義  　人 氏　　名

※　死 亡 者 の 口 座 指 定 は で き ま せ ん 。

Ｎｏ

該当するものに○をつけてください。 （裏面へ）

係長 課補 課長

死亡者の氏名 国 保 証 番 号 荒

死 亡 年 月 日 平成　　　 年　　 　月　　 　日 葬　　祭　　日 平成　　　 年　　 　月　　 　日

支店
支所

普通　　当座 口 座 番 号

※第三者（　該当　・　非該当　）



葬 儀 を さ れ る 方 へ

【① 荒 尾 市 国 保 葬 祭 費 の 支 給 に つ い て 】

   荒 尾 市 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 の 方 が 死 亡 さ れ た 場 合

葬 儀 を 行 う 方 に 葬 祭 費 と し て 、 ２ ０ , ０ ０ ０ 円 支 給 い た し ま す 。

   裏 面 の 「 葬 祭 費 支 給 申 請 書 」 に 必 要 事 項 を 記 入 さ れ 、

国 保 被 保 険 者 証 と 印 か ん を ご 持 参 の う え 、 健康生活課 受 付 に

ご 提 出 し て く だ さ い 。

   後 日 申 請 者 が 指 定 さ れ た 金 融 機 関 口 座 に 葬 祭 費 を

振 込 み ま す 。

銀 行 ・ 信 用 金 庫

労 働 金 庫 ・ 農 協

郵 便 局 

【②第 三 者 行 為 の 届 出 に つ い て 】

　第 三 者 の 不 法 行 為 に よ り 、 保 険 給 付 を 受 け る 場 合 は 、 

直 ち に 被 害 の 状 況 等 を 保 険 者 に 届 け な け れ ば な ら な い 義 務 

が あ り ま す 。 該 当 す る 場 合 と し て は 、 以 下 の 場 合 が 想 定 さ れ 

ま す の で 、 以 下 の 場 合 や 、 疑 い が あ る 場 合 は 、 直 ち に 、 国 保 

年 金 係 ま で 届 出 を お 願 い い た し ま す 。

 ・　相 手 方 が 車 、 バ イ ク 等 の 事 故 で 怪 我 を し た 。

　（ 相 手 方 の 保 険 会 社 へ 請 求 す る 。 ）

・　相 手 方 が い な い 車 の 事 故 を 起 こ し 、 同 乗 者 が 怪 我 を し た 。

　（ 同 乗 者 が 国 保 の 場 合 、 運 転 者 が 第 三 者 と な り 、 損 害 賠 償 

　　請 求 を す る 。 家 族 で も 同 じ 。 ）

荒 尾 市 国 民 健 康 保 険

第三者行為に該当する場合（例）

＊　口 座 振 込 が で き る 金 融 機 関・ ・ ・ ・ ・ 


